
■貸付申込みに必要な書類

添 付 す る 書 類区 分

契約書（写し）又は見積書

「住宅貸付申込事由による提出書類一覧表」を参照

市町村長、警察署長又は消防署長の交付する被災証明書、（貸付けの対象が住宅であると
きは）住宅貸付に準ずる書類
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医 療 医師の診断書又は領収書

合格通知書又は入学許可書及び入学案内書（入学金又は授業料が確認できるもの）、
貸借契約書（貸付けの対象経費に含む場合）、続柄の確認書類

入学許可書又は在学証明書及び入学案内書（入学金又は授業料が確認できるもの）、
貸借契約書（貸付けの対象経費に含む場合）、続柄の確認書類

結婚を証明する書類（披露宴の招待状、媒酌人の証明書等)、見積書、
続柄の確認書類

葬祭を証明する書類、
見積書及び住民票又は除籍抄本（故人との続柄が確認できるものに限る）
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（1） 借用証書等には実印を押印してください。
（2） 続柄の確認書類は、入学、修学、結婚、葬祭の対象者が被扶養者でない場合に、

戸籍抄本又は住民票の写しを提出してください。
（3） 必要に応じて上記以外の書類の提出を求めることがあります。

共通するもの

・貸付申込書
・借用証書
・印鑑登録証明書（作成後3月以内のもの）
・借入状況等申告書（高額医療貸付、出産貸付の場合は不要）
・金銭消費貸借契約書の写し、融資決定通知書の写し、償還表の写し等※

※金融機関等からの既借入れ又は新規借入れがある場合に、借入状況及び毎月の償還状況
が確認できる書類として必要。

備 考

高額医療貸付 請求書又は領収書

（1）出産予定日まで２月以内（多胎妊娠は4月以内）の場合
母子健康手帳の写し及び出産予定日まで２月以内（多胎妊娠は4月以内）であるこ

とを証明する書類

（2） 妊娠４月以上の出産につき医療機関等に一時的な支払いが必要な場合
母子健康手帳の写し、妊娠４月以上であることを証明する書類及び医療機関等から

の一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書






